
 11 こ ど も 

 

1 心身障害児福祉事業（こども部関係予算分） 

 

区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 内  容 R元年度予算額 

国県市 
補装具費支給

事業 

障害を補うための装具、義足、補

聴器、車椅子等の交付・修理しま

す。 

購入   101件 

修理  44件 

千円 

18,310 

 

 

県 市 

軽度・中等度

難聴児補聴器

購入助成事業 

障害者手帳を持たない、軽度・中

等度の難聴児の補聴器購入の際

助成します。 

助成  18件 

 

370 

 

 

県 市 
身体障害者住

宅整備事業 

障害者の日常生活の利便を図る

ための住宅の整備改善を行いま

す。 

0件 630  

国県市 
日常生活用具

給付事業 

重度の心身障害者に対し、日常生

活用具を給付することにより日

常生活の便宜を図ります。 

電気式疾吸引機、ネブライ

ザー、頭部保護帽、住宅改

修費、紙おむつ等 

8,080  

県 市 

心身障害児

（者）通所通

園等推進事業 

知的障害児施設及び肢体不自由

児施設に入所している児の帰省、

又は面会の際に利用した有料道

路通行料及び交通費の一部を補

助します。 

通行料の 1/2 

ガソリン代の 1/2 

（但し、月 2,000 円を超え

る部分） 

150  

市 
松本おもちゃ

図書館 

障害児の発育に応じたおもちゃ

等を貸し出し、成長発達を促進し

ます。 

・南部おもちゃ図書館 

第 4土曜日開館 

・北部おもちゃ図書館 

第 1火・第 3土曜日開館 

360  

市 

重度心身障害

者（児）自動

車燃料費助成

事業 

歩行困難な重度心身障害児の社

会活動の範囲を広め、その世帯の

経済的軽減を図ります。 

１カ月当り 1,400 円を限度

として助成 年 16,800円 

対象者：重度の下肢、体幹、

視覚、内部障害及び知的障

害者 

1,860  

県 市 

障害児通園施

設療育支援事

業 

障害児通園施設を利用する障害

児の利用者負担を軽減すること

により、障害児の早期療育の機会

を確保するとともに、子育て支援

の充実を図ります。 

利用者負担の 1/2を助成 170  

国県市 

児童発達支援

事業（未就学

児童） 

障害児が施設に通い、日常生活の

基本的な動作の指導や集団生活

への適応訓練を行い、成長や発達

の促進を図ります。 

しいのみ学園 

療育センター 

 らいふ・みらい 他 

60,240  
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区 分 事 業 名 事 業 の 概 要 内  容 R元年度予算額 

国県市 

放課後等ディ

サービス事業

（就学児童） 

学校通学中の障害児に対して、放

課後や夏休み等の長期休暇中に

おいて、生活能力向上のための訓

練等を継続的に行い、障害児の自

立の促進を図ります。 

療育センター 

 らいふ・みらい 

まつようクラブ 他 

266,160 

 

県 市 

心身障害児

（者）タイム

ケア事業 

個人、団体の登録介護者が障害児

を一時的に預かり、介護者の負担

を軽減します。 

利用者が事前に登録した介

護者に依頼して実施。年間

利用可能時間 300時間 

6,910 

 

市 
日中活動の場

整備促進事業 

民間団体が運営する日中活動の

場の借地料等を補助することに

より、事業運営の安定化及び整備

を促進し、障害者の在宅福祉サー

ビスの向上を図ります。 

 

療育センターらいふ 

 
600 

 

 

 

2 障害児の状況（平成 31 年 3月 31日現在） 
 

⑴ 身体障害児数 

種 別 視 覚 内 部 聴覚・言語・平衡 上下肢・体幹 合 計 

人 数 10人 34人 39人 96人 179人 

割 合 （5.6%） （19.0%） （21.8%） （53.6%） （100%） 

⑵ 知的障害児数 

種 別 重度（Ａ１） 中度（Ａ２・Ｂ１） 軽度（Ｂ２） 合 計 

人 数 117人 89人 260人 466人 

割 合 （25.1%） （19.1%） （55.8%） （100%） 

⑶ 精神障害児保健福祉手帳交付者数 

種 別 １級 ２級 ３級 合 計 

人 数 22人 39人 22人 83人 

割 合 （26.5%） （47.0%） （26.5%） （100%） 

 

 

3 心身障害児施設 
 

施 設 名 所 在 地 実利用者数 概   要 

しいのみ学園 松本市双葉 4-16 28人 

心身に障害のある児童が親子で通園

し、日常生活における基本動作の指導

や集団生活への訓練などを受ける施設 

 

 

4 保育園・幼稚園・認定こども園 

 

保育園は公立 42ヵ所、私立 5ヵ所、又幼稚園は公立 3ヵ所、国立（国立大学法人）1ヵ所、私立 10

ヵ所、認定こども園は私立 6ヵ所となっています。 
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⑴ 年齢別保育園・幼稚園・認定こども園在籍児童の状況        (令和元年 5月１日現在) 

区  分 0 歳 1 歳 2 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

就学前児童数 1,792 1,800 2,018 1,996 2,077 2,017 11,700 

在籍児童数 131 552 804 1,940 2,063 2,049 7,539 

幼 

稚 

園 

計    595 612 580 1,787 

公 立    65 67 62 194 

私 立    500 513 488 1,501 

国 立    30 32 30 92 

保 

育 

園 

計 109 477 704 1,144 1,247 1,278 4,959 

公 立 79 401 612 986 1,098 1,125 4,301 

私 立 30 76 92 158 149 153 658 

認定こ

ども園 

計 22 75 100 201 204 191 793 

公 立        

私 立 22 75 100 201 204 191 793 

入 園 率 (%) 7.3 30.7 39.8 97.2 99.3 101.5 64.4 

   (注)  ⑴ 年齢は 4月 1日入園時の年齢です。 

      ⑵ 保育園在籍児童数には特別利用保育児を含みます。 

            ⑶ 幼稚園在園児童数には市外からの通園児を含みます。 

⑵ 私立保育園に対する助成 

経営の安定化、職員の処遇改善及び児童処遇の均衡を図るため、各種助成金を交付しています。 

                                     （平成 30年度実績） 

区   分 内              容 金  額(千円) 

運 営 費 等 運営費、経営安定費、児童健康管理       1,283,970 

特別保育事業費 乳児保育、延長保育、障害児保育、1歳児保育、一時保育          69,980 

施 設 整 備 費 園庭の芝生化 等               0 

計        1,353,950 

⑶ 私立幼稚園に対する助成 

幼稚園教育の振興及び教育の充実を図るため、各種助成金を交付しています。 

                                     （平成 30年度実績） 

区   分 内             容 金  額(千円) 

運営費補助 １園年額 700千円、１人年額 27,000円 54,535 

就園奨励費 市民税所得割額区分による保育料の減免相当額 144,295 

私立幼稚園建設補助 新築、増築、改築等（ささべ認定こども園 等） 5,120 

計  203,950 
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⑷ 保育料の軽減 

保育料軽減額の推移                           【単位：千円】 

年  度 

（Ａ） 

国の基準による 

徴 収 金 総 額 

（Ｂ） 

市の保育料徴収金 

総      額 

（Ａ－Ｂ） 

軽 減 総 額 

(Ａ－Ｂ)／Ａ×100 

軽   減   率 

26 年 度 1,742,070 1,260,880 481,190 27.6 

27 年 度 1,811,830 1,231,080 580,750 32.1 

28 年 度 1,857,431 1,261,872 595,559 32.1 

29 年 度 1,926,344 1,305,018 621,326 32.3 

30 年 度 1,939,971 1,321,525 618,446 31.9 

⑸ 幼稚園・保育園の保護者負担平均額                    （平成 30年度） 

区  分 
入 園 料 

年   額 

経              費 総  額 

(月額) 保 育 料 教 材 費 給 食 費 そ の 他 計 

幼 

稚 

園 

公   立      －    9,043     430   3,470   500   13,443   13,443 

私立平均   28,667   23,226      －       －     442   23,668   26,057 

国   立   31,300    6,100   1,000       －   1,000    8,100   10,708 

保

育

園 

3歳以上児       －   18,857      －    －      －   18,857   18,857 

3歳未満児       －   20,480    －    －    －   20,480   20,480 

平    均    －   19,300    －    －    －   19,300   19,300 

      （注）⑴ 入園料は、年額／12で総額に算入してあります。 

      ⑵ 幼稚園のうち私立平均の経費の教材費及び給食費の欄については、教材費を徴収して

いない園、給食のない園があるため記載していません。 

      ⑶ 幼稚園の経費のその他の欄は、ＰＴＡ会費です。 

      ⑷ 保育園・公立幼稚園保育料は、10月 1日現在の階層別人員表によります。 

      ⑸ 保育園の 3歳以上児については、上記のほかに主食代の負担があります。 

⑹ 3歳未満児保育                           (令和元年 5月 1日現在) 

区   分 公   立 私   立 計 

実 施 保 育 園 等 

3 歳 未 満 児 数 

42園 

1,092人 

11園 

395人 

53園 

1,487人 

⑺ 延長保育                           (令和元年 5月 1日現在) 

区   分 公   立 私   立 計 

実 施 保 育 園 等  

児   童   数 

42園 

1,071人 

11園 

352人 

53園 

1,423人 

⑻ 障害児保育 

  ア 昭和 52年から障害児保育指定園を１ヵ所設け、定員児童 9名、保育士 2名で発足しました。 

   イ 昭和 56年の国際障害者年を機に地域の保育園での実施へと拡大してきました。 

  ウ 平成 5年｢松本市障害児保育事業実施要綱｣を作成し要綱に基づいて実施するようになりました。 

  エ 令和元年度は、公私立 48ヵ所 243人の障害児を受け入れており、統合保育を推進しています。 

⑼ 保育園施設の整備 

  ア 整備方針 
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   (ｱ) 改築 

老朽化の著しい施設から計画的に改築を図るとともに、地域人口の自然動態、社会動態の推

移等を考慮し、適正規模、適正配置に努めます。 

   (ｲ) 大規模改造等 

老朽化した施設、設備の改修等を行い、保育環境の整備に努めます。 

      (ｳ) 園庭芝生化事業 

園児の外遊びの頻度を増やし、運動能力向上につなげることを目的に、公立保育園及び幼稚

園の園庭の一部を芝生化するものです。 

イ 平成 30年度事業 

(ｱ) 波田中央保育園改築事業 

a  事業内容  建設後概ね 50年を経過し、老朽化した木造保育園の環境を整備するため、改

築を行うとともに、3歳未満児室及び一時預かり機能を拡充するものです。 

b  建設場所  松本市波田 10098-1 

c  全体計画  平成 30年度：地質調査、敷地測量、実施設計 

        令和元年度：実施設計、仮設園舎賃貸借、既存園舎解体 

        令和２年度：仮設園舎賃貸借、既存園舎解体、建設工事 

d 事業費   42,510千円（令和元年度） 

 (ｲ) 島内保育園未満児棟増築事業 

a  事業内容  待機児童対策の一環として、3歳未満児室（最大 48人）を増築するものです。 

b  建設場所   松本市島内 4932-1 

c  全体計画  平成 30年度：用地測量、不動産鑑定 

        令和元年度：用地購入、地質調査、実施設計 

        令和２年度：増築工事 

     d 事業費   46,800千円（令和元年度） 

 (ｳ) 保育園・幼稚園エアコン設置事業 

a  事業内容  全園を対象に 3 カ年計画により、3 歳以上児室及び事務室にエアコンを設置

するものです。 

b  建設場所   保育園 40園、幼稚園 3園 

c  全体計画  令和元年度：保育園 11園、幼稚園 3園  

        令和２年度：保育園 15園 

        令和３年度：保育園 14園 

     d 事業費   7,710千円（令和元年度） 

 

 

5 児童館・児童センター 

 

⑴ 施設整備 

  ア 整備目的 

    地域の児童の遊びの拠点として、また放課後児童健全育成事業（留守家庭児童対策）の実施場

所として、児童に健全な遊びを与えて情操豊かに育つことを目的に、原則として小学校通学区単
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位に整備しています。 

  イ 整備箇所数 

    児童館 5館、児童センター22館、計 27施設  

ウ 整備方針 

(ｱ) 改築 

昭和 40～50年代に建設された木造児童館について、施設の老朽化や利用状況を考慮し、計画

的に改築を進めています。 

平成 23年度は高宮児童館、24年度は島内児童館、26年度はあがた児童館を改築、30年度は

蟻ケ崎児童館を移転改築し、それぞれ規模の大きな児童センターとして整備しました。 

   (ｲ) 大規模改造 

老朽化した建物や設備等の改修を計画的に行い、児童の居場所としての施設整備に努めてい

ます。 

平成 27年度は芳川児童センターの大規模改造工事を実施しました。 

エ 平成 30年度事業 

(ｱ) 沢村児童センター移転新築事業 

a  事業内容  建設後 47年を経過し、老朽化が進むとともに、県の土砂災害特別警戒区域に

指定されている蟻ケ崎児童館(木造)について、用地を取得し移転新築したもの

です。また移転新築に合わせて、施設名を蟻ケ崎児童館から沢村児童センター

へ変更しています。 

b  建設場所  松本市沢村 2丁目 6-14-3 

c  全体計画  29年度：用地取得、実施設計 

        30年度：建設工事 

     d 事業費   208,060千円（平成 30年度） 

     e 竣工日   平成 31年 3月 27日 

 ⑵ 運営 

現在開館している 27館について、社会福祉協議会（18館）、ＮＰＯ法人ワーカーズコープ（6館）、

企業組合労協ながの（2館）、ＮＰＯ法人しろがね（1館）を指定管理者に指定し、管理運営を行っ

ています。各児童館・児童センターには館長と児童厚生員を配置していますが、この他児童センタ

ーには体力増進指導員がおり、子ども達の健康増進の指導を行っています。 

平成 29年度は、児童厚生員の安定的な確保と運営の質の向上を目的に、国の補助金を活用して、

館長及び児童厚生員の処遇改善を実施しました。 

平成 30 年度は、31 年度から 5 年間の指定管理者選定事務を行い、選定の結果、これまで同様、

社会福祉協議会(18 館)、ＮＰＯ法人ワーカーズコープ(6 館)、企業組合労協ながの(2 館)、ＮＰＯ

法人しろがね(1館)を指定管理者に指定しました。 

  ア 利用時間及び休館日 

   (ｱ) 利用時間 

午後 0時 30分から午後 6時 30分まで 

ただし、小学校休業日（当該児童館が位置する区域を通学区とする小学校）は、午前 8時 30

分から午後 6時 30分まで 

   (ｲ) 休館日 
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      日曜、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 

  イ 児童館・児童センター設置状況 

施 設 名 開 館 年 月 施 設 名 開 館 年 月 

あ が た 児童センター 昭和 41年 12月 山 辺 児童センター 平成 6年 4月 

高 宮 〃   43年 12月 岡 田 〃   6年 4月 

元 町 児 童 館   45年 1月 浅 間 〃 7年 4月 

島 内 児童センター   48年 4月 筑 摩 〃   7年 4月 

南 郷 児 童 館 51年 4月 内 田 児 童 館 8年 4月 

寿 台 〃 55年 4月 今 井 児童センター  9年 4月 

芳 川 児童センター   56年 4月 中 山 〃 11年 4月 

南 部 〃   58年 9月 田 川 〃   12年 4月 

菅 野 〃   59年 4月 和 田 〃 12年 8月 

並 柳 〃   63年 4月 新 村 〃   14年 2月 

島 立 〃 平成 元年 4月 梓 川 〃 18年 4月 

寿 〃   2年 4月 波 田 〃 22年 3月 

二 子 〃 4年 4月 沢 村 〃 31年 4月 

鎌 田 〃 5年 4月   

＊高宮児童センターは平成 24年 4月、高宮児童館を改築したもの 

＊島内児童センターは平成 25年 4月、島内児童館を改築したもの 

＊あがた児童センターは平成 27年 2月、あがた児童館を改築したもの 

＊沢村児童センターは平成 31年 3月、蟻ケ崎児童館を改築したもの 

 

 

6 放課後子ども総合プラン 

 

⑴ 放課後児童健全育成事業 

保護者が就労等により昼間留守となる家庭の、小学校に就学している登録児童に対し、放課後あ

るいは学校休業日等において、適切な遊び及び生活の場として、24 の児童館・児童センターと寿、

山辺、旭町、四賀、波田の各放課後児童クラブで放課後児童健全育成事業を実施しています。 

ア 開設時間等 

    (ｱ) 開設日   月曜日から土曜日まで 

    (ｲ) 休業日   日曜、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 

  (ｳ) 利用時間 

     ａ 登校日    午後 0時 30分～午後 7時 

     ｂ 学校休業日  午前 8時～午後 7時 

イ 対象児童  小学校 1年生から 6年生まで（充分なスペースを確保できない施設は 4年生まで） 
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ウ 利用料（月額） 

区 分 
利用料 

延長料金 
1人目 2人目以降 

午後 5時まで 2,000円 1,000円 
１回あたり 

300円 
午後 6時まで 3,000円 1,500円 

午後 7時まで 4,000円 2,000円 

    ※ おやつ代は別途徴収 

    ※ 減免は就学援助費支給要綱を準用。要保護者は無料。準要保護者は利用料半額 

エ 留守登録児童の推移 

区 分 H26 H27 H28 H29 H30 

実施箇所数 29 29 29 29 29 

登録児童数 2,510人 2,793人 3,002人 3,117人 3,213 

備考 あがた児童館

を規模の大き

い児童センタ

ーとして改築 

芳川児童セン

タークラブ室

増築により小 6

まで受入れ開

始 

  蟻ケ崎児童館

を規模の大き

い児童センタ

ーとして移転

改築 

⑵ 放課後子ども教室推進事業 

    放課後子ども教室は、小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々の参画を得て、子どもたちと

勉強やスポーツ等を実施することで、小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりを推進するもの

です。 

平成 20年度に奈川文化センター夢の森と源池小学校で事業を開始し、授業日にほぼ毎日実施する

「居場所型」と、週に 1度、運動遊びに親しむ機会を提供する「運動教室型」の 2種類の教室を計

6 カ所で実施していましたが、平成 30 年度より、支援員の確保ができず、「運動教室型」として実

施していた開明、四賀での実施を休止しています。 

  ア 参加費 

    無料（ただし、スポーツ保険料として 800円） 

  イ 延べ利用者数                            （単位：人） 

 区分 H26 H27 H28 H29 H30 備 考 

奈川 2,826 2,888 2,557 1,871 1,443 居場所型 

源池 2,227 2,370 2,420 1,966 1,811 〃 

安曇 567 154 206 123 190 〃 

明善 454 566 1,579 1,429 1,055 〃 

開明 294 485 265 372 － H30より休止 

四賀 491 605 383 322 － 〃 

⑶ 児童育成クラブ 

保護者等が主体となって放課後児童健全育成事業を実施している市内 12児童育成クラブに対し、

運営費の補助をしています。 
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児童育成クラブ：田川、菅野、清水、開明、山辺、明善、鎌田、島内（以上 8児童育成クラブは

運営主体のＮＰＯ法人松本学童クラブの会に補助）、開智、旭、芳川、寿（登録児童数 378人） 

 

 

7 児童遊園 

 

  少子化が進み、子どもを取り巻く社会状況が不安なものとなりつつある中で、交通事故や水難事故

などから子どもを守り、健全育成を図るための施設として、児童遊園があります。本市の現状は、市

の児童遊園が 38ヵ所、簡易児童遊園等（町会等で設置したもの）が 169ヵ所となっています。 

 ・簡易児童遊園等設置事業補助 

  町会等が敷地を確保し簡易児童遊園等を設置及び改修する事業に対し補助金を交付します。 

  補助金を交付する簡易児童遊園等の区分、敷地面積、設備、補助対象経費、補助金額及び補助限度

額は、次表のとおりです。 

なお、補助金の交付を受けた後に、新たに同一の簡易児童遊園等を改修する場合は、5 年を経過し

ていることが条件になります。 

区分 簡易児童遊園 子供広場 チビッコ広場 

敷地面積 66㎡以上 16.5㎡以上 

設備 広場、ブランコ、滑

り台、砂場、鉄棒、

水飲み施設、便所等 

広場、砂場、水飲み

施設、便所等 

広場、砂場等 

補助対象 

経費 

新設  設置に要した経費 

20万円以上のものに 

限る。 

10万円以上のものに 

限る。 

5万円以上のものに 

限る。 

改修  改修に要した経費 

補助金額 補助対象経費に 3分の 2を乗じて得た額。ただし、当該額に 10円未

満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

補助限度額 40万円 30万円 8万円 

 

 

8 地域子育て支援センター 

 

⑴ 松本市こどもプラザ 

未就園の幼児を中心とした子育て中の親子が気軽に集い、子育て家庭の交流、情報交換、相談の場として、

安心して子育てができるよう子育て家庭への育児支援及び地域の子育て支援の向上を図ることを目的とし

た施設です。 
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ア 施設内容 

区  分 こどもプラザ(筑摩) 小宮こどもプラザ 南郷こどもプラザ 波田こどもプラザ 

住   所 松本市筑摩 1-13-22 松本市島内 155-2 松本市横田 3-23-1 松本市波田 6861 

開 設 日 平成 12年 6月 17日 平成 17年 8月 1日 平成 20年 4月 1日 平成 22年 3月 31日 

開 館 日 月曜日～金曜日 火曜日～日曜日 月曜日～金曜日 

開 館 時 間 午前 8時 30分～午後 5時 

30年度実績 22,579人 15,824人 15,537人 9,731人 

イ 事業内容 

    (ｱ) 情報提供   子育て関連情報の収集・提供 

   （ｲ）子育て相談  育児不安の相談 

   （ｳ）育児講座   それぞれの館で子育てに関する講座を開催 

内容は親子体操、ベビーマッサージ、食育、絵本読み聞かせ等 

    (ｴ) 育児サークルの活動支援 

    (ｵ) 読み聞かせ用絵本の貸出 

    (ｶ) 子ども子育て安心ルームの設置 

妊娠、出産から子育て期までの切れ目ない相談・支援体制を強化するため、健康福祉部とこ

ども部が連携して、こどもプラザに「子ども子育て安心ルーム」を設置、子育てコンシェルジ

ュ（非常勤特別職）各 1名を配置しています。母子保健コーディネーター（健康づくり課保健

師）、保育コンシェルジュ（保育課非常勤特別職、30 年 4 月～）とともに相談業務、関係機関

との連携業務などを総合的に行っています。 

28年 10月～ 母子保健コーディネーター（健康づくり課）、子育てコンシェルジュ（こども

プラザ） 

29年 4月～ 子育てコンシェルジュ（小宮こどもプラザ） 

30年 4月～ 保育コンシェルジュ（保育課）、子育てコンシェルジュ（南郷こどもプラザ） 

31年 4月～ 子育てコンシェルジュ（波田こどもプラザ）※4館全てに配置が完了 

⑵ 休日保育（こどもプラザ（筑摩）のみ実施） 

利用日現在１歳以上、就学前で集団保育が可能な幼児（病気でないこと）が、保護者の就労、病

気、介護、冠婚葬祭などにより家庭で保育できない時に実施します。 

区 分 4時間以内 4時間超え 8時間以内 日   時 30年度実績 

3歳未満 1,300円 2,600円 日曜日、祝日（年末年始を除く） 

午前 8時 30分～午後 5時のうち 

必要とする時間 

491人 
3歳以上 650円 1,300円 

 ⑶ つどいの広場 

子育て支援員を配置して、主に未就園の乳幼児と保護者を対象に児童館等を活用しながら、地域

で保護者同士が情報交換や交流ができる場を提供する事業です。 

平成 26年度に芳川児童センターの隣地に子育て支援施設「なんぶ すくすく」を新設し、27年度

から、従来の開設時間を 3時間延長して実施しています。 

  ア 実施時間  月曜日～金曜日 午前 9時～午後 2時 

(「なんぶ すくすく」のみ、午前 9時～午後 5時） 
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  イ 利用対象  主に未就園の乳幼児と保護者（登録不要、利用無料） 

  ウ スタッフ  各広場 子育て支援員 2名 

エ 実施箇所及び実績 

実施事業名 実施施設名 開設年月 委託先 30年度実績 

芳 川つどいの広場 

（なんぶ すくすく） 
芳川児童センター 平成 17年 4月 社会福祉協議会 9,790人 

南 部つどいの広場 南部児童センター 平成 17年 4月 社会福祉協議会 8,287人 

浅 間  〃  浅 間  〃 〃 〃 6,380人 

鎌 田  〃  鎌 田  〃 〃 〃 6,006人 

寿 台  〃  寿 台児童館 18年 4月 
（NPO） 

ワーカーズコープ 
2,875人 

あがた  〃  あがた児童センター 18年 4月 社会福祉協議会 5,735人 

蟻ヶ崎  〃  蟻ヶ崎児童館 〃 （NPO）しろがね 885人 

島 立  〃  島立児童センター 〃 社会福祉協議会 4,176人 

山 辺   〃  山 辺  〃 18年 4月 〃  5,089人 

梓 川  〃  梓 川  〃 〃 〃 4,817人 

四 賀  〃  四 賀 支 所 18年 4月 社会福祉協議会 1,282人 

新 村  〃  新村児童センター 19年 4月 企業組合労協ながの 1,405人 

今 井  〃  今 井  〃 〃 社会福祉協議会 2,911人 

寿   〃  寿   〃 20年 4月 〃 7,626人 

菅 野  〃 菅 野  〃 25年 4月 〃 4,543人 

岡 田  〃 岡 田  〃 〃 
（NPO） 

ワーカーズコープ 
2,206人 

二 子  〃 二 子  〃 26年 4月 社会福祉協議会 3,344人 

中 山  〃 中 山  〃 〃 
（NPO） 

ワーカーズコープ 
2,292人 

田 川  〃 田 川  〃 〃 社会福祉協議会 4,014人 

高 宮  〃 高 宮  〃 27年 4月 社会福祉協議会 5,936人 

和 田  〃 和 田  〃 〃 企業組合労協ながの 1,753人 

※四賀つどいの広場事業は委託事業、それ以外は各児童館・児童センターの指定管理者に委託 

 ⑷ 休日つどいの広場 

父親の育児参加を促し、ＤＩＳＫＳ（ダブル インカム サム キッズの頭文字）の推進を図ること

を目指して、29 年 7 月から月 1 回、日曜又は祝日に「なんぶ すくすく」で休日つどいの広場を開

催しています。 

ア 実施日・時間  月 1回日曜又は祝日 午前 9時～午後 2時（1～2時間のイベントを開催） 

イ 30年度実績   回数  12回（コンサート等 7回、ダンス・リトミック等 5回） 

参加者 保護者 343名、子ども 268名 

うち、夫婦での参加 112組、男性 124名 
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9 病児・病後児保育事業 

 

⑴ 病児保育事業 

当面病状の急変はないが、病気回復期に至らない生後5カ月から小学 3年生までの児童で、集団保育や家

庭での保育が困難であり、かつ市内在住または市内に勤務している保護者の児童を対象とする病児保育事業

を実施しています。 

区  分 
社会医療法人慈泉会 

相澤病院病児保育室 

医療法人梓誠会 

梓川診療所病児保育室 

住    所 松本市庄内 2-5-1 松本市梓川梓 2344-1 

開 設 日 平成 20年 11月 1日 平成 23年 4月 1日 

実 施 日 
月曜日から金曜日まで 

(祝日、8/14～16、年末年始は除く) 

月曜日から金曜日まで 

(祝日、8/13～16、年末年始は除く) 

実施時間 午前 8時から午後 6時まで 

定    員 4人 8人 

30年度実績 503人 705人 

   

区  分 丸の内病院病児保育室 まつもと医療センター病児保育室 

住  所 松本市渚 1-1-16 松本市村井町南 2-20-30 

開 設 日 平成 30年 4月 1日 平成 30年 7月 1日 

実 施 日 
月曜日から金曜日まで 

(祝日、年末年始は除く) 

月曜日から金曜日まで 

(祝日、年末年始は除く) 

実施時間 午前 8時から午後 6時まで 

定    員 10人 6人 

30年度実績 783人 362人 

⑵ 病後児保育事業（こどもプラザ（筑摩）、南郷こどもプラザで実施） 

満１歳以上の市内在住又は市内に勤務している保護者の未就学児童で、病気回復期（感染症は治

癒していること）ではあるが、集団保育に出すには心配という時に、看護師と保育士が保育を実施

しています。 

区  分 こどもプラザ(筑摩) 南郷こどもプラザ 

住  所 松本市筑摩 1-13-22 松本市横田 3-23-1 

開 設 日 平成 12年 7月 1日 平成 20年 4月 1日 

実 施 日 月曜から金曜日まで 

実施時間 午前 8時から午後 6時まで 

30年度実績 117人 106人 
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10 ながの子育て家庭優待パスポート事業、多子世帯応援プレミアムパスポート事業 

 

⑴ 経過 

社会全体で子育てを支援する施策の一環として、子育て世帯を経済的に支援するため、平成 18

年 9月から、子どもを 3人以上育てている世帯を対象に「わいわいパス事業」を実施してきました。

22年 4月から、長野県が子どもを 1人以上育てている世帯を対象とした「ながの子育て家庭優待パ

スポート事業」（以下「パスポート事業」という。）を開始したことに伴い、同年 8月から同事業に

移行しました。 

⑵ 実施内容 

地域全体で子育て家庭を支える気運を醸成するため、18歳以下（18歳に達する年度の 3月末まで）

の子どもがいる家庭に、協賛店で各種優待サービスが受けられるカードを配布しています。このカ

ードは、4 年ごとに一斉更新して市内の全子育て家庭に配布し、その後は転入届や第 1 子出生届の

際に配布しています。 

また、27 年度からは、子どもを 3 人以上育てている世帯を対象として、割引率の引き上げなど、

通常のサービスに加え追加のサービスが受けられる「多子世帯応援プレミアムパスポート」を配布

する事業を開始しました。 

さらに、28年度からは、パスポート事業が全国の協賛店でサービスを受けられるように制度が拡

充され、併せて第 1子の妊娠届提出者まで対象者が拡大されました。商工会議所等に協力を依頼し、

広報等にＰＲ記事を掲載するなどして新規協賛店を募集しています。 

ア  ながの子育て家庭優待パスポート事業（平成 30年度の状況） 

(ｱ) 配布世帯数  約 24,000世帯 

(ｲ) 協賛店    約 580店舗（全県では約 5,200店舗） 

イ  多子世帯応援プレミアムパスポート事業（平成 30年度の状況） 

(ｱ) 配布世帯数  約 3,300世帯 

(ｲ) 協賛店    約 110店舗 

 

 

11 ファミリー・サポート・センター事業 

 

育児の援助を受けたい方と援助を行いたい方が会員となり、保育園等への送迎や一時保育、病児・

病後児保育などの相互援助活動を実施しています。また、平成24年9月から緊急サポート事業として、

電話受付時間を午前 7時から午後 8時まで拡大し、土曜、休日の電話受付対応をしています。 

⑴ 依頼会員  0歳から 15歳までの児童を育てている市内在住あるいは在勤の方 

⑵ 協力会員  健康で家族の協力が得られ、自宅で安全に子どもを預かれる方 

⑶ 利用方法  事前に会員登録をした上で、援助が必要な時に電話で事務局に依頼する。 

⑷ 利用料金 

 

※2人目からは半額。協力会員の交通費等は実費 

時間帯 一時保育 病児保育 

月～土の 8時～18時 

（1時間当たり） 
600円 700円 

上記時間外・日曜・祝日 

（1時間当たり） 
700円 800円 
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 ⑸ 利用実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 子育てサポーター訪問事業 

 

多様な生活様式や家族形態に対応した子育て支援策として、平成22年7月から、都合で自宅での一

時保育や育児に伴う家事援助などを希望する家庭に、支援者が訪問する事業を開始しました。 

⑴ 利用会員    0歳から 15歳までの児童を育てている市内在住の方 

⑵ 支援会員  市の子育て支援講座を修了した方 

⑶ 利用方法  事前に会員登録をした上で、援助が必要な時に電話で事務局に依頼する。 

⑷ 利用料 

       

※2人目から半額。支援会員の交通費は実費   ※宿泊の場合は支援会員の自宅で保育 

 ⑸ 登録数     利用会員 989人、支援会員 104人 

 ⑹ 利用実績 

 

 

 

 

＊ファミリー・サポート・センター事業及び子育てサポーター訪問事業については、地方創生交

付金を活用して、第 2子以降の妊娠届出者に両事業の 10時間分無料券を配布する「ハッピーセ

カンド子育て応援券配布事業」を実施しています。 

 

 

13 子育て支援事業利用料助成金交付事業 

 

平成 23年 4月から、ひとり親家庭など低所得世帯の経済的負担を軽減するため、児童扶養手当受給

世帯等を対象に、ファミリー・サポート・センター事業及び子育てサポーター訪問事業の利用料の半

額を助成しています。平成 24年 4月から助成金の交付額の上限を月額 10,000円としました。 

区  分 H26 H27 H28 H29 H30 

登

録

数 

依頼会員 1,892人 2,052 人 2,224 人 2,398人 2,672人 

協力会員 177人 177 人 190 人 170人 194人 

依頼協力会員 99人 90 人 87人 72人 82人 

延べ利用回数 2,881回 2,796回 3,090回 3,263回 3,655回 

延べ利用時間 6,872時間 6,857時間 7,025時間 6,474時間 7,549時間 

利用区分 一時保育 病児保育 

月～土の 8時～18時（1時間当たり）   800円   900円 

上記時間外・日曜・祝日（1時間当たり）   900円 1,000円 

宿泊(21時～翌朝 7時) 5,000円 6,000円 

区分 H26 H27 H28 H29 H30 

延べ利用回数 1,325回 1,564回 1,969回 1,612回 2,197回 

延べ利用時間 3,655時間 3,227時間 4,416時間 3,579時間 4,776時間 
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14 子育て支援ネットワークづくり事業 

 

⑴ 子育て支援ネットワーク研修会の開催 

市内で活動している子育てグループや子育て支援団体、関心のある市民に呼びかけ、研修会・交

流会等を通して、相互に情報交換するとともに、子育て支援について学習し、市と協働して子育て

支援を行うためのネットワーク化を図り、子育てを支える人材や団体を発掘・育成しています。 

ア 回数   全6回 

イ 参加者数 延べ120人 

ウ 内容   市の子育て支援策、子どもの未来応援事業子ども食堂の活動について、 

子どもの発達と絵本、助産師の子育て活動、松本わらべ館の活動 

講演会：「地域で子育てを支える～子どももおとなも育つ社会を目指して～」 

講師 ：日本福祉大学子ども発達学科 渡辺顕一郎教授 

⑵ 子育てサポーター養成講座の開催 

子育て中の家庭をサポートするための人材を育成するため、子育てに関する講座を開催し、地域

の子育て力向上と、より一層子育てしやすい環境を整備するものです。講座修了者は、本市子育て

サポーター訪問事業等において活動するほか、地域において支援活動を行います。 

ア 回数   全20講座 

イ 内容   小児看護の基礎知識、乳幼児の心と体の発達、児童虐待の現状と予防、救急救命講習ほか 

ウ 受講生数 33人  

 

 

15 子育て支援コミュニティサイト運営事業 

 

市民との協働により、官民両者の子育て情報を総合的に提供する「子育て支援専用の利用しやすい

ホームページ」（サイト名「はぐまつ」）を 22年度に作成し、わかりやすい子育て支援情報を提供して

います。 

平成 27 年度から、安定運営と安全性向上のためのバージョンアップと、スマートフォン等の携帯

端末利用者でも快適にアクセスできるシステムに機能強化、平成 31 年 1 月にリニューアルし、表示

を見やすくしました。 

 

 

16 赤ちゃん休憩室整備事業 

 

平成 24年 3月から、市内の公共施設に、授乳やおむつ替えができる場所として「赤ちゃん休憩室」

を設置し、それらの施設を市民に広報することにより、乳幼児を持つ母親等が安心して外出できる環

境整備を図っています。 

⑴ 内容 

要件を満たした施設を「赤ちゃん休憩室」とし、共通のステッカーを表示するとともに、所在地

を市のホームページ等に掲載して周知を図ります。 

また、市が行うイベント等にも、仮設の「赤ちゃん休憩室」を設置できるように、テントやベッ
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ドなどを整備します。 

⑵ 実施場所 

101施設（市役所東庁舎・大手事務所、保健センター、公立保育園、児童館・児童センター、 

中央公民館他公民館、中央図書館他図書館施設、総合体育館 など） 

 

 

17 こんにちは赤ちゃん事業 

 

⑴ 概要 

平成 21年度から、生後 4カ月までの乳児のいる全ての家庭を、各地区の民生・児童委員及び主任

児童委員が訪問し、子育てガイドブックにより子育て支援に関する情報提供を行っています。母子

に関する悩みを聞き、また、お母さんの気持ち質問表を通して必要とする適切なサービスへ結びつ

け、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全育成を支援する事業です。 

     また、赤ちゃんの幸せを願い食の大切さ・木のぬくもりを伝えるため、地元の木工作家が作った

スプーンをファーストスプーンとしてプレゼントしています。 

⑵ 対象となる家庭 

    生後 4カ月までの乳児がいる全ての家庭が対象です。 

⑶ 訪問する人 

    各地区で活動している「民生・児童委員及び主任児童委員」の方々です。 

⑷ 平成 30年度訪問実績 

  ア 訪問対象児数 1,847人 

 イ 訪問実績数  1,662人 

 ウ 訪問率    90.0％ 

 

 

18 あるぷキッズ支援事業（発達障害児支援システム） 

 

⑴ 概要 

    発達に心配のあるお子さんや、発達障害によって困難を抱えるお子さんと保護者を継続して支援

するため、なんぷくプラザ 3階にあるぷキッズ支援室を設置し、保健師・保育士・作業療法士・教

育相談員などが次の内容で事業を展開しています。(平成 22年 4月開始) 

ア あるぷキッズ相談室（相談窓口の設置） 

常設の相談室を設置し、支援チームの専門職員が教育・保健・福祉など、発達障害に関わる様々

な相談に対応しています。 

イ 保育園・幼稚園・学校への巡回支援 

保育園・幼稚園・小中学校に専門職の支援チームが巡回し、現場職員と共に支援計画の立案や

支援方法の助言を行っています。専門職チームは、言語聴覚士、作業療法士、保健師、教育相談

員、保育士で構成されています。 

ウ あるぷキッズサポート手帳 

対象児の情報や支援経過を記すための手帳を発行し、保護者と支援者が情報を共有し、共通理
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解を進めながら対象児を支援しています。 

エ あそびの教室、ペアレントトレーニングなどによる保護者支援 

入園前のお子さんに対し、遊びを通じて発達を促す「あそびの教室」と、保護者支援として子

どもへの対応方法を学ぶ「ペアレントトレーニング」を実施しています。 

  オ 関係者会議 

    あるぷキッズ支援事業及び教育相談に携わる専門職が集まり、事業に関する協議を行ってい 

ます。（年 1回程度） 

カ 教育相談 

  就学前の幼児及び小中学校の児童に対し、発達相談・就学相談・心理検査及び必要な指導助言

を行い、心身の成長を図っています。 

⑵ 平成 30年度の実績  

  

  

 

 

 

 

 

 

19 教育相談 

 

⑴  概要 

   就学前の幼児及び小中学校の児童に対し、発達相談・就学相談・心理検査及び必要な指導助言を

行い、心身の成長を図っていきます。 

⑵  平成 30年度の実施内容  

内  容 件  数 

相談件数 292件 

訪問 5件 

 

 

20 児童手当 

 

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの児童の養育者

に支給する手当です。 

      3歳未満                            月額 15,000円 

     3歳以上小学校修了前(第 1子・第 2子) 月額 10,000円 

     3歳以上小学校修了前(第 3子)         月額 15,000円 

     中学生                               月額 10,000円 

         所得制限限度額を超えた世帯は、児童 1人当たり月額一律 5,000円 

事  業  名 回  数 参加者数（延数） 

あるぷキッズ相談室の相談 ― 517人 

巡回支援 227回 975人 

サポート手帳の配付 ― 16冊 

あそびの教室 375回 3,339人 

ペアレントトレーニング 33回         167人 
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○ 児童手当等給付事業 

区 分 
支給額 支給要件 支給制限 受給者数 

（実施年月日） 

国 

の 

制 

度 

児童手当 

（H24.4) 

3 歳未満     

月額 15,000 円 

3 歳以上小学修了

前第 1子・第 2子 

月額 10,000 円 

3 歳以上小学校修

了前第 3 子以降 

月額 15,000 円 

中学生     

月額 10,000 円 

所得制限限度額

を超えた世帯     

月額一律5,000円 

 

 

 

 

 

中学校修了前までの児童の養育者 

 

 

 

 

 

 

 

所得制限あり 

H30年度実績 

     人 

    

  

 

18,737 

 

児童扶養手当 

（S37.1） 

1 人目 

月額 42,910円 

一部支給 

10,120～ 

   42,900円 

2 人目加算額 

10,140～5,070円 

3 人目以降加算額 

6,080～3,040円 

・18歳以下の児童でいずれかの状

態にあるとき 

1 父母が婚姻解消 

2 父又は母が死亡した 

3 父又は母の生死が明らかでない 

4 父又は母が政令に定める程度の

障害の状態にあるとき等 

5 母が婚姻によらないで懐胎した

児童 

 

6 父又は母から引き続き１年以上

遺棄されている児童 

7 父又は母が裁判所からのＤＶ保

護命令を受けた児童 

8 父又は母が法令により引き続き

1 年以上拘禁されている児童 

所得制限あり 

公的年金併給

制限あり 

1,944 

特別児童扶養手当 

（S39.9） 

1 級 

月額 52,200円 

2 級 

月額 34,770円 

20歳未満の児童で精神又は身体に

中度・重度の障害（身障 1、2級、

知的障害重度）のある者を養育し

ているとき 

所得制限あり 

公的年金併給

制限あり 

762 

障害児福祉手当 

（S61.4） 
月額 14,790円 20 歳未満の在宅重度障害児 

所得制限あり 

公的年金併給

制限あり 

99 

市
の
制
度 

交通及び災害遺児

等福祉金 

認定時福祉金 

55,000 円/1 人 

年額福祉金 

60,000 円/1 人 

小中学校入学等一

時金 100,000円 

交通事故及び労災等により父又は

母が死亡又は障害（1級程度）と

なった児童 

認定時福祉金の支給単位（世帯から

児童人数へ）の変更及び小中学校入

学等一時金支給は 30年度から 

所得制限あり 

 

0 

 

21    

 

2 
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21 母子・父子・低所得世帯福祉事業 

 
区 

分 
事  業  名 事  業  の  概  要 内    容 R元年度予算額 

市 
母子・父子・寡婦福祉資金 

利 子 補 給  

母子・父子・寡婦福祉資金利用者

が負担する利子相当額を補助しま

す。 

継続分  1件 

新規分  0件 
10千円 

市 
母（父）と子の集い 

バスハイク事業 

ひとり親家庭の親と子を激励する

とともに相互の理解を深め福祉の

増進を図ります。 

133人 

委託先 

 松本市母子寡婦福祉会 

550千円 

国 

市 

自立支援教育 

訓練給付金支給 

よりよい就労に向けた職業能力開

発のための講座を、母子家庭の母

または父子家庭の父が受講した場

合、経費の一部を補助します。 

受講料の 6割 上限 20万円 

＠60,000円×6人 
360千円 

国 

市 

高等職業訓練促

進事業費給付 

ひとり親家庭の親が、就職に有利

な資格を取得するため、養成機関

に修学する期間の、生活費の負担

軽減を図り、資格取得を促進する

ため給付します。 

修業期間（上限 4年） 

支給額（月額） 

市民税非課税世帯 100,000円 

市民税課税世帯 70,500円 

終了前 12 カ月加算（月額）

40,000円 

15,350千円 

 

 

22 母子生活支援施設 

 

母子生活支援施設は、児童福祉法第 38条（配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及び

その者の監護すべき児童を入所させて、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせ

て退所した者について相談その他の援助を目的とする）の施設であり、平成 31年 4月 1日現在、6世

帯 15名が入所しています。 
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23 医療費助成制度(福祉医療)   

区 分 
実施 

年月日 
要   件 

30年度実績 

備  考 受給者

数 
総額 

(医療費) 

財 源 内 訳 

県 市 

障 

害 

者 

県
補
助 

 

 

 

H15.7.1～ 

 

 

 

 

H27.4.1～ 

・身障 1・2級の者 

（特別障害者手帳準拠） 

・身障 3級の者 

（所得税非課税者） 

・療育手帳Ａ1・Ａ2・Ｂ1の者 

（特別障害者手当準拠） 

・精神障害者保健福祉手帳 1級

の者の通院 

（特別障害者手当準拠） 

・精神障害者保健福祉手帳 2級 

（障害者自立支援法に該当す

る通院医療費） 

（所得税非課税者） 

いずれも年度末年齢が 18歳ま

での者は所得制限なし 

人 千 円 千 円 千 円 

（17年度から） 

・自動給付方式 

・所得制限の導入 

・受給者負担金の導

入 

・入院時食事療養費

標準負担額の 1／2

の助成 

（18年度から） 

・松本市の制度に統

一 

・所得制限の一部廃

止 

（22年度から） 

・乳幼児等の対象範

囲を小学校 3年生

（入院・通院）まで

拡大 

・精神障害者保健福

祉手帳 2級 

（障害者自立支援法

に該当する通院医療

費） 

（23年度から） 

・乳幼児等の対象範

囲を小学校 4年生～

中学校 3年生(入院）

に拡大 

（25年度から） 

・乳幼児等の対象範

囲を入院、通院とも

に中学校 3年生まで

拡大 

（27年度から） 

・障害児 18歳未満 

の所得制限なし 

（30年度から） 

・0歳から中学校 3

年生までを対象に現

物給付方式導入 

138 9,886 4,943 4,943 

市
単
独 

H18．8．1～ 

・上記以外の障害 1・2級及び

療育手帳Ａ1者 

（所得制限なし） 

・上記以外の精神障害者保健福

祉手帳 1級の者の通院 

（所得制限なし） 

・上記以外の身障 3・4級及び

精神障害者保健福祉手帳 2級の

者（特別障害者手帳準拠） 

・特児 1・2級の者 

（特別障害者手帳準拠） 

121 4,789 － 4,789 

母
子
遺
児 

県
補
助 

H15．7．1～ 

・18歳未満の児童等を扶養して

いる母子家庭の母 

（児童扶養手当一部支給準拠） 

・母子家庭の母が扶養する 18

歳未満の児童等 

（児童扶養手当準拠） 

・18歳未満の遺児等 

（児童扶養手当準拠） 

4,989 101,180 50,534 50,534 

父
子 

県
補
助 

H15．7．1～ 

・18歳未満の児童等を扶養して

いる父子家庭の父 

（児童扶養手当一部支給準拠） 

・父子家庭の父が扶養する 18

歳未満の児童等 

（児童扶養手当準拠） 

239 3,739 1,917 1,917 

乳
幼
児
等 

県
補
助 

H22．4．1～ 

 

 

H27.4.1～ 

・0歳～就学前児 

（通院・入院） 

（所得制限なし） 

・小学校 1年生～3年生(入院）

（所得制限なし） 

・小学校４年生～中学校３年生

（入院・所得制限なし） 

31,656 333,374 166,687 166,687 

市
単
独 

H23．4．1～ 

・小学校 1年生～中学校 3年生

（通院・所得制限なし） 

・入院時食事療養費 

（所得制限なし） 

－ 344,303 － 344,303 

※ 障害者は、20歳未満の実績（20歳以上は、障害福祉課）） 
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24 青少年の健全育成 

 

次代を担う青少年が、豊かな心を培い、健全に成長することは、私たち市民すべての願いであり、

われわれ大人に課せられた問題です。 

このため市では、市民の深い理解と協力のもとに、関係機関及び団体と連携を図りながら、青少年

に対する諸施策を実施しています。 

 

⑴  市民意識の高揚 

事  業  名 事  業  の  概  要 平成 30年度実績 

松本市青少年健全

育成市民大会・「松

本子どもの権利の

日」市民フォーラム 

青少年健全育成活動を市民総ぐるみ

で推進するとともに、子どもの権利に

ついて考えるため、11 月 20 日の「松

本子どもの権利の日」にあわせて市民

フォーラムを開催します。 

期日：平成 30年 11月 25日（日） 

会場：勤労者福祉センター 

参加者：約 223人 

 

⑵  青少年の意識の高揚 

事  業  名 事  業  の  概  要 平成 30年度実績 

松本市子ども会リ

ーダー講習会 

地域の子ども会活動の推進を図るた

め、地区子ども会育成会から推薦され

参加した児童に、リーダーのあり方、

あそびの実技などを指導します。 

期日：平成 30年 7月 27日（土）    

      ～7月 29日（月） 

会場：松本市美ヶ原少年自然の家 

参加者：小学生 41名 

ジュニア・リーダー

の育成 

子どもたちの身近な存在として関わ

り、子ども会活動の目的や楽しさを伝

える中高生ジュニア・リーダーの育成

及び活動支援を行います。 

研修会：年間 9回開催 

会員数：37人  

活動：チビッ子カーニバルの開催他 

松本子どもまつり 

自然の中で遊びながら、創造性、協

調性、思いやりの心を培うことを目的

に実施します。 

期日：平成 30年 5月 3日（祝・木） 

会場：アルプス公園 

参加団体：41団体 

 （内中学校 12校・高等学校 1校） 

※雨天のため中止 

 

⑶  青少年の健全育成と非行防止 

事  業  名 事  業  の  概  要 平成 30年度実績 

松本市青少年問

題・いじめ問題対

策連絡協議会 

青少年をとりまく状況やいじめ問

題等を把握し、青少年の指導、育成、

保護及び矯正等に関する総合的施策

及び関連事項について協議します。 

期日：平成 30年 9月 25日（火） 

青少年の居場所づ

くり事業 

中高生を対象に休日や放課後に活

用できる体育施設や研修施設の充実

を図ります。 

体育施設：中央体育館、南部体育館、

島立体育館            

研修施設：あがたの森文化会館、あ

がた児童センター 

     Ｍウィング 2 階（H29 に

拡大） 
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事  業  名 事  業  の  概  要 平成 30年度実績 

子どものためのま

ちかど保健室 

青少年の居場所スペースに、心や体

に不安を抱える中高生や保護者など

が気軽に相談できる「まちかど保健

室」を運営します。 

開設場所:あがたの森文化会館 

相談日時:毎週水曜日 10時～17時 

     毎週金曜日 13時～18時 

（金曜日は中高生のみ） 

実績:開設日 82日、131件 

情報とつきあう力

（メディア・リテ

ラシー）の育成 

携帯電話やインターネットなどか

らの有害情報に対処するため、「メデ

ィアを読み解く力の育成」の講座を市

内小中学校で開催します。 

開催校：小学校 16校、中学校 12校 

        小中学校 4校 

参加者：児童・生徒 5,122人   

    保護者等  2,020人 

子ども情報誌「集

まれ !!松本キッ

ズ!!」の発行 

子ども向けや親子で参加できるイ

ベント・講座等の情報紙を児童・生徒

に配布します。 

配布先：全幼稚園、保育園、小学校、

中学校 

配付回数：年６回（隔月） 

     各回 27,500部配布 

青少年薬物乱用防

止対策の推進 

青少年に薬物乱用が拡散する前に、

広く市民運動としての青少年への薬

物乱用防止運動を実施します。 

 

薬物乱用の危険性の他、タバコや医

薬品についての講座を、松本警察署、

松本保健福祉事務所、（一社）松本薬

剤師会を講師とし、市内小中学校で開

催します。 

青少年薬物乱用防止キャンペーン 

期日：平成 30年 6月 23日（土） 

平成 30年 8月 4日（土） 

 

開催校：小学校 21校、中学校 18校、 

    小中学校 3校 

参加者：児童・生徒 5,599人 

        保護者等    987人 

 

 

25  子どもの権利推進事業 

 

⑴ 経過 

平成 25年 4月に施行した「松本市子どもの権利に関する条例」に基づき、平成 27年 3月に「松

本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」を策定し、すべての子どもにやさしいまちを目指して、

次のような取組みを進めています。 

 

⑵ 実施内容 

事 業 名 事 業 の 概 要 平成 30年度実績 

子どもにやさしいま

ちづくり委員会 

市民・有識者等（15 名）で構成する委員会を開催

し、「松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画」

の進捗状況や子どもに関する施策等について検討・審

議しています。 

平成 30 年度は第 2 次計画策定のため、虐待・貧困

等の今日的課題の検証と、子どもの権利アンケートを

実施しました。 

6回 
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事 業 名 事 業 の 概 要 平成 30年度実績 

子どもの権利相談室

「こころの鈴」 

子どもの権利侵害に対する救済、回復を支援するた

めの相談室を運営しています。調査相談員 4名、子ど

もの権利擁護委員 3名体制で相談、調査、調整などを

行っています。 

こころの鈴ニュース及び案内カードを作成し、市内

の全小中学生や高校生に配布するほか、児童館・児童

センターで出前学習会を開催し周知しています。 

延相談件数 695件 

子どもの権利の普

及・啓発事業 

① 子どもの権利学習会（出前学習会） 1回 

② 広報まつもと特集号掲載（11月号） 1回 

③ 子どもの権利ニュースの発行 2回 

④ 市内小中学校での校内放送（11月） 1回 

⑤ 市内小中学校への「子どもの権利学習パンフ 

レット」の配布（4月） 
1回 

⑥ 児童館・児童センターへの出前学習会 4館各 1、2回 

市民フォーラム 子どもの権利について広く周知するため、「松本子

どもの権利の日」に合わせて、毎年 11 月に市民フォ

ーラムを開催しています。 

参加者数 223名 

まつもと子どもスマ

イル運動 

大人と子どもが積極的に関わりを持つことで、共に

笑顔で暮らせる地域社会を目指すため、登録制により

配布した「スマイルバンド」（シリコン製リストバン

ド）を身につけた大人が、子どもの登下校時の見守り

や、笑顔で声かけ（あいさつ）などを行う事業を実施

しています。 

30年度末登録者数 

 1,207名 

まつもと子ども未来

委員会 

学校、地域、年代を越えた子どもたち（小学校 5年

生から高校 2 年生までの 32 名）が、市政や地域の課

題について学び、自分たちが住むまちづくりについて

考え、市長へ提言するための委員会を開催していま

す。 

委員会  17回 

延参加者数 342名 

子ども交流事業 子どもの権利を推進している自治体の子どもたち

とまつもと子ども未来委員会の子どもたちが、子ども

の権利をテーマに交流する事業を実施。 

【30年度実施内容】 

① 札幌市・奈井江町との交流事業 

  札幌市内 

・7月 31日～8月 3日 参加者 10名 

② 宗像市・福津市との交流事業 

  市内：乗鞍高原 

実施回数  3回 

参加者数 24名 
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事 業 名 事 業 の 概 要 平成 30年度実績 

・1月 4日～6日 参加者 9名 

 ③ 子どもの権利条約フォーラム 

   栃木県足利市 

   11月 3日～4日 参加者 5名 

 

 

26 青少年育成センター 

 

青少年の健全育成・非行防止活動として、市委嘱の補導委員による街頭補導・有害環境浄化活動を

実施しています。 

 ⑴ 街頭補導活動 

    （平成 30年度活動状況） 

  ・青少年補導委員     一般 121人 学校 64人   計 185人 

   ・街頭補導実施日数      290日 

   ・街頭補導従事者延べ人員   2,434人 

  ・補導者数                   230人 

 ⑵ 有害環境浄化活動 

有害図書・ビデオ自販機、有害図書取扱店、ビデオ等販売・レンタル店、カラオケルーム、ゲー

ムセンター、パチンコ店等の実態調査と業者に対する自主規制の協力依頼 

 

 

  

 

 

 

 

 

⑶ 育成センターだよりの発行 

街頭補導活動などを周知するため、広報紙を 1,850部（隔月）発行し、関係機関へ配布していま

す。 

 

 

27 子どもの支援・相談スペースはぐルッポ設置・運営事業 

 

主にひきこもり状態にある市内の小・中学生を対象として、支援の場所を設置し、学習のサポート

や相談業務を行うことで、ひきこもり状態を改善するとともに、子育てしやすい環境を整備すること

を目的にして、平成 25年 5月 1日から開所しています。 

 ⑴ 実施場所 

    松本市旭 3－2－21 

区  分 平成 29年度 平成 30年度 前年増減 

有害図書類自動販売機 1 台 1 台 0 

ビデオ等販売・レンタル店 19 店 12 店 △7 

カラオケボックス 13 店 12 店 △1 

ゲームセンター、ゲームコーナー 5 店 8 店 3 

有害図書等取扱店 139 店 157 店  18 
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 ⑵ 実績（平成 30年度延べ利用人数等） 

ア 居場所延べ利用者 1,684人 

  イ 居場所実施日     142日 

 

 

28 「パパノート」配布事業 

 

父親の育児参加を促し、母親の育児の負担を軽減するために、“母子手帳の父親版”として「パパノ

ート」を発行し、妊娠届出時に配布しています。また、両親学級参加者へ配布するとともに、市内の

公共施設や分娩医療機関、健診協力医療機関などでも配布しています。 

 

 

29 「子育てＰＲパンフレット」配布事業 

 

本市の子育て環境や施策を紹介し、子育てサービスに対する安心感や満足度を高めるとともに、Ｉ・

Ｊ・Ｕターンの促進と定住を促進し、人口の自然増、社会増を図ることを目的に、子育てＰＲパンフ

レットを作成しています。 

銀座ＮＡＧＡＮＯ、県楽園信州移住推進室等への配布、都市交流課による移住促進説明会で配布す

るなどにより、本市の子育て環境をアピールしています。 
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